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(57)【要約】
【課題】使用者の採暖する際の姿勢の変化に応じて快適
な採暖を行えるよう表面材の適切な温度制御を行うこと
のできる床暖カーペットの提供。
【解決手段】床暖カーペットは、基材と、表面材と、裏
面材と、発熱体と、発熱体の温度Ｔｈを検知する温度検
知手段と、使用者が足のうらを表面材上に載せる第１採
暖時において表面材の設定温度Ｔｓを使用者の要求で設
定する温度設定手段と、使用者が足のうら以外の下半身
を表面材上に載せる第２採暖時においてＴｓを第１採暖
時における温度Ｔｓ１より低い温度Ｔｓ２となるように
使用者の要求で設定する温度控えめ設定手段と、温度設
定手段及び温度控えめ設定手段のうちの何れかから送信
される温度制御信号を受信し、表面材の実際の表面温度
Ｔｓｒが、Ｔｓに近づくように、Ｔｈに基づいて発熱体
への通電を制御する温度制御手段と、を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面に敷かれ使用される床暖カーペットであって、
　巻回及び折畳み可能な幕状の基材と、
　前記基材の２つの主面のうちの使用者の側に向く表面を覆う表面材と、
　前記基材の２つの主面のうちの前記床面の側に向く裏面を覆う裏面材と、
　前記基材の内部に配設され、通電により発生するジュール熱により発熱する発熱体と、
　前記発熱体の温度Ｔｈを検知する温度検知手段と、
　使用者が足のうらを表面材上に載せた姿勢で採暖する第１採暖時において、前記表面材
の設定温度Ｔｓを、使用者の要求により設定するための温度設定手段と、
　使用者が少なくとも足のうら以外の下半身を前記表面材上に載せた姿勢で採暖する第２
採暖時において、前記表面材の設定温度Ｔｓを、第１採暖時における温度Ｔｓ１より低い
温度Ｔｓ２となるように、使用者の要求により設定するための温度控えめ設定手段と、
　前記発熱体、前記温度検知手段、前記温度設定手段、及び、前記温度控えめ設定手段に
接続されており、前記温度設定手段及び前記温度控えめ設定手段のうちの何れかから送信
される温度制御信号を受信し、表面材の実際の表面温度Ｔｓｒが、前記温度設定手段及び
前記温度控えめ設定手段のうちの何れかを用いて使用者の要求により設定された前記設定
温度Ｔｓに近づくように、前記温度検知手段により検知された前記発熱体の温度Ｔｈに基
づいて前記発熱体への通電を制御する温度制御手段と、
を有する、
床暖カーペット。
【請求項２】
　前記温度制御手段には、前記温度控えめ設定手段からの温度制御信号を受信した時に、
運転時間の経過とともに前記表面材の設定温度Ｔｓを変動させる揺らぎ温度制御部が更に
設けられており、
　前記揺らぎ温度制御部による前記表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の上限値が、前
記第２採暖時における前記温度Ｔｓ２となるように設定されている、
請求項１に記載の床暖カーペット。
【請求項３】
　前記揺らぎ温度制御部による前記表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の下限値が、設
置スペースにおいて使用される際の環境温度の最低値Ｔｍ以上となるように設定されてい
る、請求項２に記載の床暖カーペット。
【請求項４】
　前記温度控えめ設定手段は、前記表面材上に位置する使用者の姿勢が前記第１採暖時の
姿勢及び前記第２採暖時の姿勢のうちの何れかを検知する人体検知手段を有しており、
　前記温度設定手段は、前記温度控えめ設定手段の前記人体検知手段により検知された使
用者の姿勢に基づいて、使用者の要求により設定された前記表面材の設定温度Ｔｓとなる
ように前記発熱体への通電を制御する、
請求項１～３のうちの何れか１項に記載の床暖カーペット。
【請求項５】
　前記人体検知手段は、設置スペースに設置された当該人体検知手段から得られる情報を
動作制御に利用する他の電気機器に搭載されている、請求項４に記載の床暖カーペット。
【請求項６】
　前記温度設定手段は、予め定められた複数の温度設定領域を有しており、使用者が前記
複数の温度設定領域の中から所望の前記表面材の設定温度Ｔｓを選択する構成とされてお
り、
　前記温度制御手段は、使用者が前記温度控えめ設定手段を用いて、前記表面材の設定温
度Ｔｓを、前記第１採暖時における前記温度Ｔｓ１より低い前記第２採暖時における温度
Ｔｓ２にすることを要求した場合に、前記温度設定手段において前記複数の温度設定領域
の中から使用者により選択された前記表面材の設定温度Ｔｓに基づいて、当該表面材の設



(3) JP 2010-60268 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

定温度Ｔｓが低くなるに伴い温度の下げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２）が小さくなるように当該温
度の下げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２）を変化させる、
請求項１～５のうちの何れか１項に記載の床暖カーペット。
【請求項７】
　前記温度設定手段はの前記複数の温度設定領域が、温度の高い順から、第１の温度領域
、第２の温度領域、及び、第３の温度領域の３領域に予め定められている、
請求項６に記載の床暖カーペット。
【請求項８】
　前記温度設定手段は、前記複数の温度設定領域を使用者に表示するとともに、前記複数
の温度設定領域のうちの何れかを使用者に選択させる表示選択部を有している、
請求項６又は７に記載の床暖カーペット。
【請求項９】
　前記表面材の主面が複数の暖房領域に分割されるよう構成されており、
　前記表面材の主面の略全体を暖房する第１暖房運転モードと、前記表面材の主面のうち
の前記複数の暖房領域をそれぞれ独立に暖房しかつ前記複数の暖房領域を同時に暖房しな
いようにする第２暖房運転モードとを、使用者の要求により設定するための暖房運転モー
ド切替設定手段が更に設けられており、
　前記温度制御手段は、使用者が前記暖房運転モード切替設定手段を用いて、前記第２暖
房運転モードでの運転を要求した場合に、使用者の要求の有無にかかわらず、前記温度設
定手段を用いて設定される前記第１採暖時における制御を行い、前記温度控えめ設定手段
を用いて設定される前記第２採暖時における制御を行わない、
請求項１～８のうちの何れか１項に記載の床暖カーペット。
【請求項１０】
　前記温度制御手段は、使用者が前記暖房運転モード切替設定手段を用いて、前記第２暖
房運転モードでの運転を要求した場合に、使用者の要求の有無にかかわらず、前記揺らぎ
温度制御部による前記表面材の設定温度Ｔｓの温度制御を開始するように構成されており
、
　前記揺らぎ温度制御部による前記表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の上限値が、前
記第１採暖時における前記温度Ｔｓ１となるように設定されており、
　前記揺らぎ温度制御部による前記表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の下限値が、設
置スペースにおいて使用される際の環境温度の最低値Ｔｍ以上となるように設定されてい
る、
請求項９に記載の床暖カーペット。
【請求項１１】
　前記表面材は、水の通らない構成材料を用いて形成されておりかつ柔軟性を有しており
、
　前記基材は、荷重がから無くなると、荷重がかかる前のもとの形状に復元可能な構成材
料を用いて形成されている、
請求項１～１０のうちの何れか１項に記載の床暖カーペット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床暖カーペットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、床面温水暖房装置（例えば、特許文献１参照）は、温水パイプを室内の床面下に
施設し、この温水パイプにガス、電気、ヒートポンプ式等の給湯熱源機で暖められた温水
を供給することにより、床面を直接暖房するものである。
【０００３】
　この床面温水暖房装置を使用する場合、例えば、使用者は、椅子を床面上に載せ、椅子
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に腰掛けてその足のうらを床面に載せた姿勢で採暖してもよく、床面上に絨毯を敷き、こ
の絨毯上にその下半身を載せた姿勢で採暖してもよい。
【０００４】
　この床面温水暖房装置は、給湯熱源機、温水パイプ等が必要であり、かつ温水パイプを
床面下へ施設しなければならないので、既設の建物への設置には労力、コストがかかる。
そのため、床面温水暖房装置は、主として建物の新築時において設置される場合が多い。
【０００５】
　一方、室内の床面上に敷いて使用するカーペットであって、内部に配設したジュール熱
により発熱する発熱体に通電することにより床面上を比較的簡単に暖房できるいわゆる電
気カーペットに分類される床暖カーペット（例えば、非特許文献１）も知られている。
【０００６】
　この床暖カーペットは、繊維で織り込んだカバーを掛けて使用する形態の絨毯式の電気
カーペットとは異なり、上記カバーを掛けず直接に床面に敷いて簡単に使用できるように
するための構成とされている。例えば、床暖カーペットは、その表面材（使用者の身体に
ふれる部材）を室内の床面の木質調に類似させ、水の通らない滑らかな材質とされている
。床暖カーペットは、使用者がその表面材上にテーブル、椅子を載せ、椅子に腰掛けて、
足のうらを表面材上に載せた姿勢で足元部分を中心に採暖するような使用形態で利用され
ている。
【０００７】
　また、この床暖カーペットは、その表面材が水の通らない滑らかな材質だけでなく、身
体を載せた時に床暖カーペットが床面に向かって僅かに沈み、身体の荷重がなくなると復
元するような材質とされている。そのため、床暖カーペットは、上述したように使用者が
椅子に腰掛けてその足部を表面材上に載せた姿勢で足元部分を中心に採暖する使用形態だ
けでなく、使用者が少なくとも足のうら以外の下半身を表面材上に載せた姿勢で採暖する
使用形態にも利用可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－２５７３６６号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】２００７／秋冬、電気暖房総合カタログ第５頁～第１６頁に記載の電気
カーペット（松下電器（株）２００７年９月１日現在のもの）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記従来の床暖カーペットにおいては、使用者が採暖する際の姿勢を変
化させた場合であっても、その姿勢の変化（使用形態の変化）に応じて使用者に与える不
快感を十分に低減した状態で採暖を行えるよう表面材の適切な温度制御を行うという観点
からは未だ改善の余地があった。
【００１１】
　すなわち、上記従来の床暖カーペットは、「使用者が椅子に腰掛けるなどして足のうら
を表面材上に載せた姿勢で採暖するとき」（以下、「第１採暖時」という）に、足のうら
という身体のうちの非常に狭い範囲で採暖しても十分な採暖ができることを重視し、この
第１採暖時のときの表面材の設定温度を、「使用者が少なくとも足のうら以外の下半身を
表面材上に載せた姿勢で採暖する時」（以下、「第２採暖時」という）のときの表面材の
設定温度よりも、一般的にやや高めに設定して温度制御を行うよう構成されていた。
【００１２】
　つまり、従来の床暖カーペットは使用者が第１採暖時の姿勢で利用することを前提に設
計されており、第２採暖時の姿勢の場合の表面材の設定温度よりも第１採暖時の姿勢の場
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合の表面材の設定温度を高くして、身体が表面材に直接触れることによる採暖の他に、身
体が表面材に直接触れていなくとも床暖カーペットからの輻射熱により使用者が十分な暖
かさを感じられるように配慮した設計となっていた。
【００１３】
　しかし、本発明者らによる床暖カーペットの使用者の使用実態調査の結果、使用者は、
第１採暖時の姿勢よりもむしろ第２採暖時の姿勢で床暖カーペットを使用していることが
多いことがわかった。
【００１４】
　そのため、使用者が第１採暖時のときの姿勢から第２採暖時の姿勢へ移行して採暖をし
ようとする場合など、第２採暖時の姿勢で採暖する場合には熱いという不快感を感じるお
それがあった。
【００１５】
　また、第２採暖時において使用者が熱く感じる時には発熱体への通電量を調節して表面
材の温度を下げる調節をすればよいのであるが、表面材の温度を下げるには所定時間が必
要なので、使用者が表面材の温度を下げた後の快適な暖かさを感じるまでには時間がかか
る。そのため、表面材の温度を下げる調節をした後、表面材の温度が使用者にとって適切
でなかった場合、上述の不可避の温度変化の待ち時間に加えて再び温度調節をしなければ
ならない煩雑さが伴い、使用者は使い勝手が悪いという不快感を増幅させてしまうおそれ
があり、使用者に与える不快感を十分に低減する観点からは改善の余地があった。
【００１６】
　本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、使用者が採暖する
際の姿勢を変化させた場合であっても、その姿勢の変化（使用形態の変化）に応じて使用
者に与える不快感を十分に低減した状態で採暖を行えるよう表面材の適切な温度制御を行
うことのできる床暖カーペットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記従来技術の有する課題を解決するために、本発明は、
　床面に敷かれ使用される床暖カーペットであって、
　巻回及び折畳み可能な幕状の基材と、
　基材の２つの主面のうちの使用者の側に向く表面を覆う表面材と、
　基材の２つの主面のうちの床面の側に向く裏面を覆う裏面材と、
　基材の内部に配設され、通電により発生するジュール熱により発熱する発熱体と、
　発熱体の温度Ｔｈを検知する温度検知手段と、
　使用者が足のうらを表面材上に載せた姿勢で採暖する第１採暖時において、表面材の設
定温度Ｔｓを、使用者の要求により設定するための温度設定手段と、
　使用者が少なくとも足のうら以外の下半身を表面材上に載せた姿勢で採暖する第２採暖
時において、表面材の設定温度Ｔｓを、第１採暖時における温度Ｔｓ１より低い温度Ｔｓ
２となるように、使用者の要求により設定するための温度控えめ設定手段と、
　発熱体、温度検知手段、温度設定手段、及び、温度控えめ設定手段に接続されており、
温度設定手段及び温度控えめ設定手段のうちの何れかから送信される温度制御信号を受信
し、表面材の実際の表面温度Ｔｓｒが、温度設定手段及び温度控えめ設定手段のうちの何
れかを用いて使用者の要求により設定された設定温度Ｔｓに近づくように、温度検知手段
により検知された発熱体の温度Ｔｈに基づいて発熱体への通電を制御する温度制御手段と
、
を有する、
床暖カーペット、を提供する（請求項１）。
【００１８】
　ここで、本発明において、第１採暖時の温度Ｔｓ１は、第２採暖時よりも高い温度であ
ってかつ以下の「下限値Ａ」と「上限値Ａ」との間の温度範囲の中から選択される予め定
められる「設定温度値Ａ」である。
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【００１９】
　すなわち、使用者が第１採暖時の姿勢で感じる温度として、「冷たいと感じる温度領域
から温かいと感じる温度領域へ温度が上昇する場合（または、温かいと感じる温度領域か
ら冷たいと感じる温度領域へ温度が低下する場合）における、使用者が冷たいと感じる温
度領域と使用者が冷たくないと感じる温度領域との境界値」を「下限値Ａ」とし、「温か
いと感じる温度領域から熱いと感じる温度領域へ温度が上昇する場合（または、熱いと感
じる温度領域から温かいと感じる温度領域へ温度が低下する場合）における、使用者が温
かいと感じる温度領域と使用者が熱いと感じる温度領域との境界値」を「上限値Ａ」とし
、これら「下限値Ａ」以上「上限値Ａ」以下のうち温かいと感じる温度範囲の中から定め
られた設定温度値Ａである。
【００２０】
　これら「下限値Ａ」、「上限値Ａ」、「温度Ｔｓ１」は、本発明の床暖カーペットの使
用環境｛設置場所における平均温度の一日の変化、上記の平均温度の年間（季節）の変化
、設置場所における平均湿度の一日の変化、上記の平均湿度の年間（季節）の変化、使用
者の情報（本発明の床暖カーペットを共有して使用する使用者の人数、年齢分布、性別分
布、体脂肪率分布、体重分布等）等｝を考慮して第１採暖時の姿勢での使用に適合するよ
うに、実験やシミュレーションなどにより予め決定しておくことができる。
【００２１】
　また、本発明において、第２採暖時の温度Ｔｓ２は、第１採暖時よりも低い温度であっ
てかつ以下の「下限値Ｂ」と「上限値Ｂ」との間の温度範囲の中から選択される予め定め
られる「設定温度値Ｂ」である。
【００２２】
　すなわち、使用者が第２採暖時の姿勢で感じる温度として、「冷たいと感じる温度領域
から温かいと感じる温度領域へ温度が上昇する場合（または、温かいと感じる温度領域か
ら冷たいと感じる温度領域へ温度が低下する場合）における、使用者が冷たいと感じる温
度領域と使用者が冷たくないと感じる温度領域との境界値」を「下限値Ｂ」とし、「温か
いと感じる温度領域から熱いと感じる温度領域へ温度が上昇する場合（または、熱いと感
じる温度領域から温かいと感じる温度領域へ温度が低下する場合）における、使用者が温
かいと感じる温度領域と使用者が熱いと感じる温度領域との境界値」を「上限値Ｂ」とし
、これら「下限値Ｂ」以上「上限値Ｂ」以下のうち温かいと感じる温度範囲の中から定め
られた設定温度値Ｂである。
【００２３】
　これら「下限値Ｂ」、「上限値Ｂ」、「温度Ｔｓ２」は、本発明の床暖カーペットの使
用環境｛設置場所における平均温度の一日の変化、上記の平均温度の年間（季節）の変化
、設置場所における平均湿度の一日の変化、上記の平均湿度の年間（季節）の変化、使用
者の情報（本発明の床暖カーペットを共有して使用する使用者の人数、年齢分布、性別分
布、体脂肪率分布、体重分布等）等｝を考慮して第２採暖時の姿勢での使用に適合するよ
うに、実験やシミュレーションなどにより予め決定しておくことができる。
【００２４】
　上述のように、本発明の床暖カーペットは、第２採暖時において、表面材の設定温度Ｔ
ｓを、第１採暖時における温度Ｔｓ１より低い温度Ｔｓ２となるように、使用者が自身の
要求により温度控えめ設定手段用いて表面材の温度制御を設定することができる。換言す
れば、使用者が自身の意思で温度控えめ設定手段を用いた温度制御を行うか否か、温度Ｔ
ｓ１より低い温度Ｔｓ２で採暖するか否か、を選択することができる。
【００２５】
　このように、使用者は自身が温度Ｔｓ１及び温度Ｔｓ２のうちの何れの温度で採暖する
かを認識した上で本発明の床暖カーペットを使用することになる。
【００２６】
　そのため、使用者が温度控えめ設定手段を用いた温度Ｔｓ２の温度制御を行うことを選
択した場合、予め設定された熱くないと感じる温度Ｔｓ２に設定されるので、第１採暖時
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のときの姿勢から第２採暖時の姿勢へ移行するときに、熱いという不快感を十分に低減し
た状態で採暖を行うことができる。
【００２７】
　更に、この場合、温度Ｔｓ２は先に述べたように熱くないと感じる温度に予め設定され
ているので、表面材の温度は確実に快適な温度Ｔｓ２に調節される。そのため、先に述べ
た従来技術の課題：「表面材の温度を下げる調節をした後、表面材の温度が使用者にとっ
て適切でなかった場合、上述の不可避の温度変化の待ち時間に加えて再び温度調節をしな
ければならない煩雑さが伴い、使用者は使い勝手が悪いという不快感を増幅させてしまう
おそれがある」の発生を十分に防止できる。
【００２８】
　また、使用者が温度控えめ設定手段を用いずに温度Ｔｓ１の温度制御を行うことを選択
した場合、第１採暖時のときの姿勢から第２採暖時の姿勢へ移行するときに温度Ｔｓ１の
温度制御のままであっても、使用者は自身で温度Ｔｓ１の温度制御を選択し認識している
ので、従来よりも熱いという不快感を十分に低減した状態で採暖を行うことができる。
【００２９】
　更に、この場合、使用者が第１採暖時のときの姿勢でいるときにあらためて温度控えめ
設定手段を用いた温度Ｔｓ２の温度制御を行うことを選択し、その後、第２採暖時の姿勢
へ移行した場合、又は、使用者が第１採暖時のときの姿勢から第２採暖時の姿勢へ移行し
た後にあらためて温度控えめ設定手段を用いた温度Ｔｓ２の温度制御を行うことを選択し
た場合にも、表面材の温度は確実に快適な温度Ｔｓ２に調節されるので、先に述べた従来
技術の課題：「表面材の温度を下げる調節をした後、表面材の温度が使用者にとって適切
でなかった場合、上述の不可避の温度変化の待ち時間に加えて再び温度調節をしなければ
ならない煩雑さが伴い、使用者は使い勝手が悪いという不快感を増幅させてしまうおそれ
がある」の発生を十分に防止できる。
【００３０】
　その結果、本発明の床暖カーペットによれば、使用者が採暖する際の姿勢を変化させた
場合であっても、その姿勢の変化（使用形態の変化）に応じて使用者に与える不快感を十
分に低減した状態で採暖を行えるよう表面材の適切な温度制御を行うことができるように
なる。
【００３１】
　より具体的には、本発明の床暖カーペットによれば、例えば、使用者が上述の第１採暖
時の姿勢で採暖する時、及び、第２採暖時の姿勢で採暖する時のうちの何れの姿勢で使用
する場合においても、それぞれの姿勢に適した表面材の温度制御ができるので、例えば、
使用者が第１採暖時の主として足のうらで採暖する姿勢（後述の図５参照）から、第２採
暖時の少なくとも足のうら以外の下半身を表面材上に載せた姿勢｛後述の図４参照。表面
材上に使用者が全身で横たわる姿勢（いわゆる、「仰向け」の姿勢、「うつぶせ」の姿勢
、及び、身体の側面全体を表面材上につけて横たわる姿勢などを含む）｝に移行した場合
であっても、表面材上に直接触れる身体の部分｛又は表面材上に間接的に触れる身体の部
分（表面材と使用者との間に別の敷物がしかれている場合の敷物上に触れる身体の部分）
｝が熱く感じることなく、使用者に好ましい暖感覚を提供することができる。
【００３２】
　ここで、本発明において、先に述べたように、温度制御手段は、表面材の実際の表面温
度Ｔｓｒが、使用者の要求により設定された設定温度Ｔｓに近づくように、温度検知手段
により検知された発熱体の温度Ｔｈに基づいて発熱体への通電を制御するが、上述の本発
明の効果をより確実に得る観点から、「温度制御手段は、表面材の実際の表面温度Ｔｓｒ
が設定温度Ｔｓとなるように制御する」ことが好ましい。
【００３３】
　また、上述の本発明の効果をより確実に得る観点から、本発明の床暖カーペットにおい
ては、温度制御手段には、温度控えめ設定手段からの温度制御信号を受信した時に、運転
時間の経過とともに表面材の設定温度Ｔｓを変動させる揺らぎ温度制御部が更に設けられ
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ており、この揺らぎ温度制御部による表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の上限値が、
第２採暖時における温度Ｔｓ２となるように設定されていることが好ましい（請求項２）
。
【００３４】
　これにより、温度制御手段は、温度控えめ設定手段から表面材の設定温度Ｔｓを第２採
暖時における温度Ｔｓ２に設定する指示信号を受信すると、温度設定手段をもちいて設定
された第１採暖時における温度Ｔｓ１を第２採暖時における温度Ｔｓ２に変更し、かつ、
揺らぎ温度制御部を動作開始させる構成となる。ここで、揺らぎ温度制御部による揺らぎ
温度制御で変動する表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲は、その変動の上限値が第２採
暖時における温度Ｔｓ２となるため、第２採暖時おいて使用者に対して与える熱いと感じ
る不快感をより確実かつ安全に低減することができる。
【００３５】
　また、揺らぎ温度制御部による揺らぎ制御をしていない場合に比較して、揺らぎ温度制
御部による揺らぎ温度制御を行う場合、上限値が第２採暖時における温度Ｔｓ２であり、
当該上限値でない他の温度制御範囲では当然に第２採暖時における温度Ｔｓ２未満の温度
となるため、当該上限値でない他の温度制御範囲では発熱体への通電量を節約できる。そ
のため、揺らぎ制御パターンを最適化することにより、使用者に対して十分な暖感覚を与
えつつ省エネ効果を更に得ることも容易に可能となる。
【００３６】
　更に、上述の揺らぎ温度制御部を採用する場合、本発明の効果及び上述の揺らぎ温度制
御部を採用する場合に得られる付加的効果をより確実に得る観点から、揺らぎ温度制御部
による表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の下限値が、設置スペースにおいて使用され
る際の環境温度の最低値Ｔｍ以上となるように設定されていることが好ましい（請求項３
）。
【００３７】
　これにより、揺らぎ温度制御が、設置スペースにおいて使用される際の環境温度の最低
値Ｔｍ以上で行われるので、床暖カーペットの表面材の実際の表面温度Ｔｓｒが低くなり
過ぎて使用者の暖感覚を損ねることをより確実に防止できるようになる。
【００３８】
　なお、設置スペースにおいて使用される際の環境温度の最低値Ｔｍは、本発明の床暖カ
ーペットの使用環境｛設置場所における平均温度の一日の変化、上記の平均温度の年間（
季節）の変化、設置場所における平均湿度の一日の変化、上記の平均湿度の年間（季節）
の変化、使用者の情報（本発明の床暖カーペットを共有して使用する使用者の人数、年齢
分布、性別分布、体脂肪率分布、体重分布等）等｝を考慮して、実験やシミュレーション
などにより予め決定しておくことができる。
【００３９】
　また、本発明の床暖カーペットは、その設置スペースを暖房する際の補助的な暖房機器
として使用されるこことが好ましく、エアコン、セラミックファンヒータ、ストーブ（電
気ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ）などの主たる暖房機器とともに使用されるこ
とが好ましい。このような主たる暖房機器とともに使用される場合、上記環境温度の最低
値Ｔｍが設定し易くなり、この場合環境温度の最低値Ｔｍとしては、使用者の暖感覚を損
ねることをより確実に防止する観点から、２０～３０℃の温度範囲の中から設定されるこ
とが好ましく、２３～２７℃の温度範囲の中から設定されることがより好ましく、２５℃
であることが更に好ましい。
【００４０】
　また、本発明の効果をより確実に得る観点から、温度控えめ設定手段は、表面材上に位
置する使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢及び第２採暖時の姿勢のうちの何れかを検知する
人体検知手段を有しており、温度設定手段は、温度控えめ設定手段の人体検知手段により
検知された使用者の姿勢に基づいて、使用者の要求により設定された表面材の設定温度Ｔ
ｓとなるように発熱体への通電を制御することが好ましい（請求項４）。
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【００４１】
　この構成とすれば、使用者が温度控えめ設定手段による温度制御を選択した場合、人体
検知手段により、使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢及び第２採暖時の姿勢のうちの何れか
であるかを確認することができる。
【００４２】
　これにより、使用者が温度控えめ設定手段による温度制御を選択した場合、人体検知手
段により使用者の姿勢が第２採暖時の姿勢であれば表面材の設定温度Ｔｓを温度Ｔｓ２と
する温度制御を行い、人体検知手段により使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢であれば表面
材の設定温度Ｔｓを温度Ｔｓ２とせずに温度Ｔｓ１を維持する温度制御を行うよう構成す
ることができる。すなわち、使用者の姿勢の変化（使用形態の変化）に応じて使用者に与
える不快感を十分に低減した状態で採暖を行えるようより精密な制御ができるようになる
。
【００４３】
　更に、人体検知手段に加えて先に述べた揺らぎ温度制御手段を採用している場合には、
使用者が温度控えめ設定手段による温度制御を選択した場合、人体検知手段により使用者
の姿勢が第２採暖時の姿勢であれば表面材の設定温度Ｔｓを温度Ｔｓ２としかつ揺らぎ温
度制御を行い、人体検知手段により使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢であれば表面材の設
定温度Ｔｓを温度Ｔｓ２とせずに温度Ｔｓ１を維持する温度制御を行うよう構成すること
ができる。
【００４４】
　なお、本発明の床暖カーペットに人体検知手段を備える場合、（１）使用者が温度控え
め設定手段による温度制御を選択した場合に、これに連動して自動的に上述の人体検知手
段による制御を行う構成としてもよく、（２）使用者が温度控えめ設定手段による温度制
御を選択した場合に、上述の人体検知手段による制御を更に行うか否かを選択できるよう
に構成してもよい。
【００４５】
　ここで、本発明の床暖カーペットに人体検知手段を備える場合、人体検知手段は、設置
スペースに設置された当該人体検知手段から得られる情報を動作制御に利用する他の電気
機器に搭載されていてもよい（請求項５）。
【００４６】
　このように、他の電気機器｛（テレビ、オーディオ機器、照明機器、暖房機器（エアコ
ン、セラミックファンヒータ、電気ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ）、冷蔵庫、
洗濯機、電子レンジ、食器洗浄機器、これらの機器の操作リモコンなど｝に、人体検知手
段を設置することにより、床暖カーペット自体に人体検知手段を搭載する場合に比較して
、人体検知手段の配置位置の制限が緩和され、使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢及び第２
採暖時の姿勢のうちの何れかであるかをより確実に確認することができる。例えば、暖房
機器に設けた人体検知手段による使用者の姿勢の情報を、公知の赤外線通信技術などを用
いて、本発明の床暖カーペットと暖房機器とで共有する構成とできれば、使用者の姿勢に
応じた適切な暖房をより確実にすることができる。また、床暖カーペット自体に人体検知
手段を搭載する場合に比較して、床暖カーペット自体の製造コストの上昇、販売価格の上
昇を抑制することができる。
【００４７】
　なお、本発明の床暖カーペットにおいて、人体検知手段を他の電気機器に搭載する場合
、人体検知をより確実に行う観点から、更に床暖カーペット自体にも第２の人体検知手段
を必要に応じて設けてもよい。
【００４８】
　また、本発明の床暖カーペットにおいては、温度設定手段は、予め定められた複数の温
度設定領域を有しており、使用者が複数の温度設定領域の中から所望の表面材の設定温度
Ｔｓを選択する構成とされており、温度制御手段は、使用者が温度控えめ設定手段を用い
て、表面材の設定温度Ｔｓを、第１採暖時における温度Ｔｓ１より低い第２採暖時におけ
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る温度Ｔｓ２にすることを要求した場合に、温度設定手段において複数の温度設定領域の
中から使用者により選択された表面材の設定温度Ｔｓに基づいて、当該表面材の設定温度
Ｔｓが低くなるに伴い温度の下げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２）が小さくなるように当該温度の下
げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２）を変化させる構成を採用してもよい（請求項６）。
【００４９】
　このように、温度設定手段が予め定められた複数の温度設定領域を有し、これら複数の
温度設定領域の中から使用者が所望の表面材の設定温度Ｔｓを選択する構成とされている
ことにより、使用者は表面材の設定温度Ｔｓを容易に設定することができるようになる。
【００５０】
　しかも、当該表面材の設定温度Ｔｓが低くなるに伴い温度の下げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２）
が小さくなるように当該温度の下げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２）を変化させる構成とされている
ので、複数の温度設定領域のうちの高温側を使用者が選択した場合は第２採暖時において
使用者が熱いと感じる不快感をより確実に防止するよう十分に低い温度Ｔｓ２での温度制
御を実現することが容易にできる。また、複数の温度設定領域のうちの低温側を使用者が
選択した場合は第２採暖時において使用者が冷たい（寒い）と感じる不快感をより確実に
防止するよう十分に高い温度Ｔｓ２での温度制御を実現することが容易にできる。
【００５１】
　この効果をより確実に得る観点からは、温度設定手段は、上記複数の温度設定領域を使
用者に表示するとともに、複数の温度設定領域のうちの何れかを使用者に選択させる表示
選択部を有していることが好ましい（請求項８）。
【００５２】
　この表示選択部を設けることにより、使用者は表面材の設定温度Ｔｓを具体的な温度値
を意識せずにより容易に設定することができるようになる。
【００５３】
　更に、本発明の床暖カーペットにおいて、上述の構成（請求項６）を採用する場合、温
度設定手段は複数の温度設定領域が、温度の高い順から、第１の温度領域、第２の温度領
域、及び、第３の温度領域の３領域に予め定められていることが好ましい（請求項７）。
【００５４】
　このように、複数の温度設定領域を、上記の第１の温度領域、第２の温度領域、及び、
第３の温度領域の３領域に限定することにより、使用者は表面材の設定温度Ｔｓを具体的
な温度値を意識せずにより容易に設定することができるようになる。
【００５５】
　この場合にも、この効果をより確実に得る観点からは、温度設定手段は、上記複数の温
度設定領域を使用者に表示するとともに、複数の温度設定領域のうちの何れかを使用者に
選択させる表示選択部を有していることが好ましい（請求項８）。
【００５６】
　この表示選択部を設けることにより、使用者は表面材の設定温度Ｔｓを具体的な温度値
を意識せずにより容易に設定することができるようになる。
【００５７】
　例えば、第１の温度領域、第２の温度領域、及び、第３の温度領域をそれぞれ順に「高
」、「中」及び「低」の領域として表示選択部に表示させれば、使用者は表面材の設定温
度Ｔｓを具体的な温度値を意識せずに予め定められた「高」、「中」及び「低」という直
感的に視認し易い表示範囲からより容易に設定することができるようになる。
【００５８】
　また、本発明の床暖カーペットにおいては、
　表面材の主面が複数の暖房領域に分割されるよう構成されており、
　表面材の主面の略全体を暖房する第１暖房運転モードと、表面材の主面のうちの上記複
数の暖房領域をそれぞれ独立に暖房しかつ上記複数の暖房領域を同時に暖房しないように
する第２暖房運転モードを、使用者の要求により設定するための暖房運転モード切替設定
手段が更に設けられており、
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　温度制御手段は、使用者が暖房運転モード切替設定手段を用いて、上記第２暖房運転モ
ードでの運転を要求した場合に、使用者の要求の有無にかかわらず（温度控えめ設定手段
を用いて設定される第２採暖時における制御を行う要求の有無にかかわらず）、温度設定
手段を用いて設定される第１採暖時における制御を行い、温度控えめ設定手段を用いて設
定される第２採暖時における制御を行わない構成としてもよい（請求項９）。
【００５９】
　この構成とすることにより、本発明の床暖カーペットを他の電気機器と併用してもブレ
ーカーダウンの発生をより確実に防止することができるようになる。
【００６０】
　例えば、表面材の主面が２つの暖房領域に分割されるよう構成した場合｛表面材の主面
（基材の主面）の半面（左半面）と他方の半面（右半面）を交互に加熱できるよう発熱体
を配設した場合｝、使用者が暖房運転モード切替設定手段を用いて上記第２暖房運転モー
ドでの運転を要求した場合、表面材の主面の左半面と右半面を交互に通電することにより
、通常の表面材の主面の全面を暖房する場合に比べ、少ない消費電力で暖房することがで
きる。
【００６１】
　また、例えば、使用者が１人のときなど少人数の場合は表面材の主面の全面を暖房を行
わず、表面材の主面の一部（例えば、半面だけ）を使用することもできるので、この観点
からも使用者がいるところだけ少ない消費電力で暖房することができ、無駄のない暖房を
実現することができるようになる。
【００６２】
　更に、使用者が暖房運転モード切替設定手段を用いて上記第２暖房運転モードでの運転
を要求した場合であっても、使用者の要求の有無にかかわらず、温度設定手段を用いて設
定される第１採暖時における制御を行い、温度控えめ設定手段を用いて設定される第２採
暖時における制御を行わない構成とすることにより、使用者に対して十分な暖感覚をより
確実に与えることができるようになる。
【００６３】
　更に、本発明の床暖カーペットにおいて、上述の第２暖房運転モードでの運転を実現す
る構成（請求項９）を採用する場合、
　温度制御手段は、使用者が暖房運転モード切替設定手段を用いて、第２暖房運転モード
での運転を要求した場合に、使用者の要求の有無にかかわらず（揺らぎ温度制御部１７を
用いた揺らぎ温度制御を行う要求の有無にかかわらず）、揺らぎ温度制御部による表面材
の設定温度Ｔｓの温度制御を開始するように構成されており、
　揺らぎ温度制御部による表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の上限値が、第１採暖時
における温度Ｔｓ１となるように設定されており、
　揺らぎ温度制御部による表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の下限値が、設置スペー
スにおいて使用される際の環境温度の最低値Ｔｍ以上となるように設定されていることが
好ましい（請求項１０）。
【００６４】
　これにより、使用者に対して十分な暖感覚を与えつつ省エネ効果もより容易かつ確実得
ることができるようになる。
【００６５】
　また、本発明の床暖カーペットにおいて、表面材は、水の通らない構成材料を用いて形
成されておりかつ柔軟性を有しており、基材は、荷重がから無くなると、荷重がかかる前
のもとの形状に復元可能な構成材料を用いて形成されていることが好ましい（請求項１１
）。
【００６６】
　これにより、上述の温度設定手段、温度控えめ設定手段及び温度制御手段（更には揺ら
ぎ温度制御部）を使用した温度制御による採暖の際に、使用者は、第１採暖時の姿勢及び
第２採暖時の姿勢のうちの何れの姿勢においても、表面材上に載った場合に柔らかさを感
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じることができる。そのため、使用者に与える不快感をよりいっそう低減した状態で採暖
を行えるようになる。
【発明の効果】
【００６７】
　本発明の床暖カーペットによれば、使用者が採暖する際の姿勢を変化させた場合であっ
ても、その姿勢の変化（使用形態の変化）に応じて使用者に与える不快感を十分に低減し
た状態で採暖を行えるよう表面材の適切な温度制御を行うことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の床暖カーペットの第１実施形態の基本構成を示す要部断面図
【図２】図１に示した床暖カーペットの基本構成を示す制御ブロック図
【図３】図１に示した床暖カーペットの温度控えめ設定手段及び揺らぎ温度制御部を用い
た制御を行うときの表面材の設定温度Ｔｓの経時変化と表面材の実際の表面温度Ｔｓｒと
の経時変化のプロフィールの一例を示す模式図
【図４】図１に示した床暖カーペットを使用者が第１採暖時の姿勢で使用する場合の一例
を示す模式図
【図５】図１に示した床暖カーペットを使用者が第２採暖時の姿勢で使用する場合の一例
を示す模式図
【図６】図１に示した床暖カーペットの温度控えめ設定手段及び揺らぎ温度制御部を用い
た制御を行うときの表面材の設定温度Ｔｓの経時変化と表面材の実際の表面温度Ｔｓｒと
の経時変化のプロフィールの一例を示す模式図
【図７】本発明の床暖カーペットの第２実施形態の基本構成を示す制御ブロック図
【図８】本発明の床暖カーペットの第４実施形態の基本構成を示す制御ブロック図
【図９】第４実施形態の床暖カーペット１Ｂを第１暖房運転モードで運転する場合の一例
を示す模式図
【図１０】第４実施形態の床暖カーペット１Ｂを第２暖房運転モードで運転する場合の一
例を示す模式図
【図１１】図１０に示した床暖カーペット１Ｂを第２暖房運転モードで運転する場合の別
の一例を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００６９】
　以下、図面を参照しながら本発明の床暖カーペットの好適な実施形態について詳細に説
明する。なお、以下の説明では、同一または相当部分には同一符号付し、重複する説明は
省略する。
【００７０】
　（第１実施形態）
　本発明の床暖カーペットの第１実施形態について図１～図６を用いて説明する。
【００７１】
　図１は、本発明の床暖カーペットの第１実施形態の基本構成を示す要部断面図である。
また、図２は、図１に示した床暖カーペットの基本構成を示す制御ブロック図である。更
に、図３は、図１に示した床暖カーペットの温度控えめ設定手段及び揺らぎ温度制御部を
用いた制御を行うときの表面材の設定温度Ｔｓの経時変化と表面材の実際の表面温度Ｔｓ
ｒとの経時変化のプロフィールの一例を示す模式図である。
【００７２】
　また、図４は、図１に示した床暖カーペットを使用者が第１採暖時の姿勢で使用する場
合の一例を示す模式図である。より詳しくは、図４は、使用者１１が第１採暖時の姿勢（
使用者１１が足のうらを表面材４上に載せた姿勢）で床暖カーペット１を用いて採暖する
場面（使用形態）の一例を模式的に示すもので、床暖カーペット１は床面７に敷かれ、そ
の上にテーブル８及び椅子９に載置され、更に、使用者１１が椅子９に腰掛けて足１０の
うらを表面材４（床暖カーペット１）上に載せている場面を示している。
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【００７３】
　更に、図５は、図１に示した床暖カーペットを使用者が第１採暖時の姿勢で使用する場
合の一例を示す模式図である。より詳しくは、図５は、使用者１１が第２採暖時の姿勢（
使用者１１が少なくとも足のうら以外の下半身１２を表面材４上に載せた姿勢）で床暖カ
ーペット１を用いて採暖する場面（使用形態）の一例を模式的に示すもので、床暖カーペ
ット１は床面７に敷かれ、使用者１１が少なくとも足１０のうら以外の下半身１２を表面
材４（床暖カーペット１）上に載せている場面を示している。
【００７４】
　また、図６は、図１に示した床暖カーペットの温度控えめ設定手段を用いた制御を行う
ときの表面材の設定温度Ｔｓの経時変化と表面材の実際の表面温度Ｔｓｒとの経時変化の
プロフィールの一例を示す模式図である（後述する揺らぎ温度制御部１７を用いた揺らぎ
温度制御をしない場合）。
【００７５】
　図１及び図２に示す第１実施形態の床暖カーペット１は、床面に敷かれ使用されるもの
であり、使用者が載る主面が略矩形の幕状の形状と所定の面積（１畳、２畳、３畳等）と
所定の厚さとを有しており、使用者の側に向く表面に使用者が載るなどして荷重がかかる
と、表面のうち荷重がかかった部分が僅かに沈み、荷重がなくなると沈んだ表面の部分が
ほぼもとの状態に復元する特性を有している。
【００７６】
　図１及び図２に示すように、この床暖カーペット１は、巻回及び折畳み可能な幕状の基
材２と、この基材２の２つの主面のうちの、使用者の側に向く表面（使用者の側に向く主
面）を覆う表面材４と、床面の側に向く裏面（床面の側に向く主面）を覆う裏面材５と、
基材２の内部に配設され、通電により発生するジュール熱により発熱する発熱体３と、基
材２の内部において発熱体３と一体的に配置されており発熱体３の温度Ｔｈを検知するた
めの温度検知手段１３と、発熱体３及び温度検知手段１３に電気的に接続されており温度
検知手段１３により検知された発熱体３の温度Ｔｈに基づいて発熱体３への通電を制御す
るためのコントローラ体６とを含む構成を有している。
【００７７】
　基材２は、主面が略矩形の幕状の形状を有している。また、基材２は、この巻回及び折
畳み可能な構成材料であり、かつ、荷重がから無くなると荷重がかかる前のもとの形状に
復元可能な構成材料を用いて形成されている。このような構成材料としては、例えば、発
泡ウレタンが好ましく挙げられる。
【００７８】
　表面材４は、基材２の２つの主面のうちの、使用者の側に向く表面を覆うように配置さ
れている。この表面材４は、水の通らない構成材料でありかつ柔軟性を有する構成材料を
用いて形成されている。このような構成材料としては、例えば、ポリ塩化ビニールが好ま
しく挙げられる。
【００７９】
　裏面材５は、基材２の２つの主面のうちの、床面の側に向く裏面を覆うように配置され
ている。この裏面材５も上述の表面材４と同様に、水の通らない構成材料でありかつ柔軟
性を有する構成材料を用いて形成されていることが好ましい。このような構成材料として
は、例えば、ポリ塩化ビニールが好ましく挙げられる。
【００８０】
　発熱体３は、通電により発生するジュール熱により発熱する構成を有しており、本実施
形態の場合、表面材４を効率よく加熱する観点から基材２のうち表面材４に近い側に埋設
されている。
【００８１】
　また、本実施形態においては、使用者の要求により、後述する暖房運転モード切替設定
手段２０（図２参照）を用いて、表面材４の主面の暖房領域が全面又は２つに分割できる
ように、発熱体３が基材２中に配設されている。
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【００８２】
　また、本実施形態においては、コントローラ体６は、幕状の形状を有する床暖カーペッ
ト１のコーナ部に一体的に設置されている。そして、コントローラ体６には図示しない電
源コードのプラグが接続されており、この電源コードのプラグは、床暖カーペット１の設
置スペースの壁などにある電源コンセント（図示せず）へ差し込まれて使用される。
【００８３】
　図２に示すように、コントローラ体６は、主として、それぞれ後述する、温度設定手段
１４と、温度控えめ設定手段１６と、温度制御手段１５と、を有している。
【００８４】
　温度設定手段１４は、使用者１１が足のうらを表面材４上（床暖カーペット１上）に載
せた姿勢で採暖する第１採暖時（図４参照）において、表面材４の設定温度Ｔｓを、使用
者の要求により設定するためのものである。この温度設定手段１４は、マイクロコンピュ
ータ及びその周辺回路が内蔵されており、使用者１１の操作で設定された表面材４の設定
温度Ｔｓの情報を、後述する温度制御部１５に送信する構成を有している。
【００８５】
　温度控えめ設定手段１６は、使用者１１が少なくとも足のうら以外の下半身１２を表面
材４上に載せた姿勢で採暖する第２採暖時（図５参照）において、表面材の設定温度Ｔｓ
を、第１採暖時における温度Ｔｓ１より低い温度Ｔｓ２となるように、使用者の要求によ
り（使用者の操作により）設定するためのものである。
【００８６】
　例えば、使用者が第２採暖時の姿勢（図５）で採暖する時に温度控えめ設定手段１６を
操作して後述の温度制御手段１５に制御信号を送ることで、第１採暖時の姿勢（図４）で
採暖する時よりも表面材４の設定温度Ｔｓを低下させることができる。
【００８７】
　温度制御手段１５は、発熱体３、温度検知手段１３、温度設定手段１４、及び、温度控
えめ設定手段１６に接続されており、温度検知手段１３により検知された発熱体３の温度
Ｔｈに基づいて発熱体３への通電を制御するためのものである。
【００８８】
　この温度制御手段１５は、使用者１１の操作により、温度設定手段１４及び温度控えめ
設定手段１６のうちの何れかから送信される温度制御信号を受信する構成を有している。
そして、温度制御手段１５は、表面材の実際の表面温度Ｔｓｒが、使用者の要求により（
使用者の操作により）温度設定手段１４及び温度控えめ設定手段１６のうちの何れかを用
いて設定された表面材４の設定温度Ｔｓに近づくように、温度検知手段１３により検知さ
れた発熱体３の温度Ｔｈに基づいて発熱体３への通電を制御する。
【００８９】
　ここで、本実施形態の床暖カーペットは、使用中において、発熱体３の温度Ｔｈを温度
検知手段１３により検知することで表面材４の実際の温度Ｔｓｒを間接的にモニタできる
よう構成されている。
【００９０】
　温度制御手段１５には、マイクロコンピュータ及びその周辺回路が内蔵されており、こ
れらの中に、発熱体３の温度Ｔｈから表面材４の実際の温度Ｔｓｒを算出（換算）するこ
とのできる計算式又は換算データ整理されたテーブルが格納されている。これらの計算式
又はテーブルは、床暖カーペット１の使用環境｛設置場所における平均温度の一日の変化
、上記の平均温度の年間（季節）の変化、設置場所における平均湿度の一日の変化、上記
の平均湿度の年間（季節）の変化、使用者の情報（本発明の床暖カーペットを共有して使
用する使用者の人数、年齢分布、性別分布、体脂肪率分布、体重分布等）等｝を考慮して
実験やシミュレーションなどにより予め決定されている。
【００９１】
　例えば、本実施形態の床暖カーペットにおいては、温度制御手段１５は、温度検知手段
１３により検知された発熱体の温度Ｔｈ（ひいては表面材４の実際の温度Ｔｓｒ）に基づ
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き、表面材４の実際の温度Ｔｓｒが、使用者１１により設定された表面材４の設定温度Ｔ
ｓをオーバーすると発熱体３への通電をＯＦＦするように制御する。
【００９２】
　より詳しくは、温度制御手段１５は、温度検知手段１３により検知された発熱体の温度
Ｔｈ（ひいては表面材４の実際の温度Ｔｓｒ）が、使用者１１により設定された表面材４
の設定温度Ｔｓ以下になると発熱体３への通電をＯＮするように制御する。このように、
温度制御手段１５は、発熱体３への通電を所謂ＯＮ－ＯＦＦ制御する構成を有している。
【００９３】
　ここで、本実施形態において、第１採暖時の温度Ｔｓ１は、第２採暖時よりも高い温度
であってかつ先に述べた「下限値Ａ」と「上限値Ａ」との間の温度範囲の中から選択され
る予め定められる「設定温度値Ａ」である。また、本実施形態において、第２採暖時の温
度Ｔｓ２は、第１採暖時よりも低い温度であってかつ先に述べた「下限値Ｂ」と「上限値
Ｂ」との間の温度範囲の中から選択される予め定められる「設定温度値Ｂ」である。
【００９４】
　本実施形態の床暖カーペット１は、以上の温度検知手段１３、温度設定手段１４、温度
制御手段１５、温度控えめ設定手段１６を有するため、以下のことができるようになる。
【００９５】
　すなわち、本実施形態の床暖カーペット１は、使用者が温度控えめ設定手段１６を用い
ることにより、第２採暖時において、表面材４の設定温度Ｔｓを、第１採暖時における温
度Ｔｓ１より低い温度Ｔｓ２となるように表面材４の温度制御を設定することができる。
【００９６】
　換言すれば、使用者が自身の意思で温度控えめ設定手段１６を用いた温度制御を行うか
否か、温度Ｔｓ１より低い温度Ｔｓ２で採暖するか否か、を選択することができる。この
ように、使用者は自身が温度Ｔｓ１及び温度Ｔｓ２のうちの何れの温度で採暖するかを認
識した上で床暖カーペット１を使用することができるようになる。
【００９７】
　そのため、使用者が温度控えめ設定手段１６を用いた温度Ｔｓ２の温度制御を行うこと
を選択した場合、予め設定された熱くないと感じる温度Ｔｓ２に設定されるので、第１採
暖時のときの姿勢から第２採暖時の姿勢へ移行するときに、熱いという不快感を十分に低
減した状態で採暖を行うことができる。
【００９８】
　更に、この場合、温度Ｔｓ２は先に述べたように熱くないと感じる温度に予め設定され
ているので、表面材４の温度は確実に快適な温度Ｔｓ２に調節される。そのため、先に述
べた従来技術の課題：「表面材の温度を下げる調節をした後、表面材の温度が使用者にと
って適切でなかった場合、上述の不可避の温度変化の待ち時間に加えて再び温度調節をし
なければならない煩雑さが伴い、使用者は使い勝手が悪いという不快感を増幅させてしま
うおそれがある」の発生を十分に防止できる。
【００９９】
　また、使用者が温度控えめ設定手段１６を用いずに温度Ｔｓ１の温度制御を行うことを
選択した場合、第１採暖時のときの姿勢から第２採暖時の姿勢へ移行するときに温度Ｔｓ
１の温度制御のままであっても、使用者は自身で温度Ｔｓ１の温度制御を選択し認識して
いるので、従来よりも熱いという不快感を十分に低減した状態で採暖を行うことができる
。
【０１００】
　更に、この場合、使用者が第１採暖時のときの姿勢でいるときにあらためて温度控えめ
設定手段１６を用いた温度Ｔｓ２の温度制御を行うことを選択し、その後、第２採暖時の
姿勢へ移行した場合、又は、使用者が第１採暖時のときの姿勢から第２採暖時の姿勢へ移
行した後にあらためて温度控えめ設定手段１６を用いた温度Ｔｓ２の温度制御を行うこと
を選択した場合にも、表面材４の温度は確実に快適な温度Ｔｓ２に調節されるので、先に
述べた従来技術の課題：「表面材の温度を下げる調節をした後、表面材の温度が使用者に
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とって適切でなかった場合、上述の不可避の温度変化の待ち時間に加えて再び温度調節を
しなければならない煩雑さが伴い、使用者は使い勝手が悪いという不快感を増幅させてし
まうおそれがある」の発生を十分に防止できる。
【０１０１】
　その結果、床暖カーペット１では、使用者が採暖する際の姿勢を変化させた場合であっ
ても、その姿勢の変化（使用形態の変化）に応じて使用者に与える不快感を十分に低減し
た状態で採暖を行えるよう表面材の適切な温度制御を行うことができるようになる。
【０１０２】
　より具体的には、床暖カーペット１によれば、例えば、使用者が上述の第１採暖時の姿
勢で採暖する時、及び、第２採暖時の姿勢で採暖する時のうちの何れの姿勢で使用する場
合においても、それぞれの姿勢に適した表面材の温度制御ができるので、例えば、使用者
が第１採暖時の主として足のうらで採暖する姿勢（図５参照）から、第２採暖時の少なく
とも足のうら以外の下半身を表面材４上に載せた姿勢｛図４参照。表面材４上に使用者が
全身で横たわる姿勢（いわゆる、「仰向け」の姿勢、「うつぶせ」の姿勢、及び、身体の
側面全体を表面材上につけて横たわる姿勢などを含む）｝に移行した場合であっても、表
面材上に直接触れる身体の部分｛又は表面材４上に間接的に触れる身体の部分（表面材４
と使用者との間に別の敷物がしかれている場合の敷物上に触れる身体の部分）｝が熱く感
じることなく、使用者に好ましい暖感覚を提供することができる。
【０１０３】
　ここで、本実施形態において、先に述べたように、温度制御手段１５は、表面材４の実
際の表面温度Ｔｓｒが、使用者の要求により設定された設定温度Ｔｓに近づくように、温
度検知手段により検知された発熱体の温度Ｔｈに基づいて発熱体への通電を制御するが、
上述の本発明の効果をより確実に得る観点から、「温度制御手段１５は、表面材４の実際
の表面温度Ｔｓｒが設定温度Ｔｓとなるように制御する」ことが好ましい。
【０１０４】
　更に、本実施形態の床暖カーペット１の場合、温度制御手段１５には、温度控えめ設定
手段１６からの温度制御信号を受信した時に、運転時間の経過とともに表面材４の設定温
度Ｔｓを変動させる揺らぎ温度制御部１７が設けられている。
【０１０５】
　この揺らぎ温度制御部１７による表面材４の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の上限値は、
第２採暖時における温度Ｔｓ２となるように設定されている。
【０１０６】
　これにより、温度制御手段１５は、温度控えめ設定手段１７から表面材４の設定温度Ｔ
ｓを第２採暖時における温度Ｔｓ２に設定する指示信号を受信すると、温度設定手段１５
をもちいて設定された第１採暖時における温度Ｔｓ１を第２採暖時における温度Ｔｓ２に
変更し、かつ、揺らぎ温度制御部１７を動作開始させる構成となる。ここで、揺らぎ温度
制御部１７による揺らぎ温度制御で変動する表面材の設定温度Ｔｓの温度制御範囲は、そ
の変動の上限値が第２採暖時における温度Ｔｓ２となるため、第２採暖時おいて使用者に
対して与える熱いと感じる不快感をより確実かつ安全に低減することができる。
【０１０７】
　また、揺らぎ温度制御部１７による揺らぎ制御をしていない場合に比較して、揺らぎ温
度制御部１７による揺らぎ温度制御を行う場合、上限値が第２採暖時における温度Ｔｓ２
であり、当該上限値でない他の温度制御範囲では当然に第２採暖時における温度Ｔｓ２未
満の温度となるため、当該上限値でない他の温度制御範囲では発熱体３への通電量を節約
できる。そのため、揺らぎ制御パターンを最適化することにより、使用者に対して十分な
暖感覚を与えつつ省エネ効果を更に得ることも容易に可能となる。
【０１０８】
　また、揺らぎ温度制御部１７による表面材４の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の下限値が
、床暖カーペット１の設置スペースにおいて使用される際の環境温度の最低値Ｔｍ以上と
なるように設定されている。
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【０１０９】
　これにより、揺らぎ温度制御が、床暖カーペット１の設置スペースにおいて使用される
際の環境温度の最低値Ｔｍ以上で行われるので、床暖カーペット１の表面材４の実際の表
面温度Ｔｓｒが低くなり過ぎて使用者の暖感覚を損ねることをより確実に防止できるよう
になる。
【０１１０】
　なお、床暖カーペット１の設置スペースにおいて使用される際の環境温度の最低値Ｔｍ
は、先に述べたように、床暖カーペット１の使用環境を考慮して、実験やシミュレーショ
ンなどにより予め決定しておくことができる。
【０１１１】
　また、床暖カーペット１は、その設置スペースを暖房する際の補助的な暖房機器として
使用されるこことが好ましく、エアコン、セラミックファンヒータ、ストーブ（電気スト
ーブ、石油ストーブ、ガスストーブ）などの主たる暖房機器とともに使用されることが好
ましい。このような主たる暖房機器とともに使用される場合、上記環境温度の最低値Ｔｍ
が設定し易くなり、この場合環境温度の最低値Ｔｍとしては、使用者の暖感覚を損ねるこ
とをより確実に防止する観点から、２０～３０℃の温度範囲の中から設定されることが好
ましく、２３～２７℃の温度範囲の中から設定されることがより好ましく、２５℃である
ことが更に好ましい。
【０１１２】
　次に、本実施形態の床暖カーペット１において、温度控えめ設定手段１６及び揺らぎ温
度制御部１７を用いた制御を行うときの動作の一例を、図３及び図６に示した表面材４の
設定温度Ｔｓの経時変化と表面材４の実際の表面温度Ｔｓｒとの経時変化のプロフィール
を用いて説明する。
【０１１３】
　まず、使用者は、本実施形態の床暖カーペット１を住居の室内等の設置スペースの床面
に敷いて電源コードのプラグを設置スペースの壁に設けられた電源コンセントに差し込む
。
【０１１４】
　次に、図４に示すように使用者が第１採暖時の姿勢で採暖する場合、通常、使用者はコ
ントローラ体６の温度設定手段１４を操作して（例えば、温度設定手段１４に設けられた
設定温度Ｔｓ１の選択用の押し釦を押すことなどにより）表面材４の設定温度Ｔｓ１（足
のうらだけという身体の比較的狭い範囲の採暖であっても寒さを感じない暖かさが得られ
る好ましい温度、例えば３７℃）を設定する。
【０１１５】
　そして、温度設定手段１４から表面材４の設定温度Ｔｓ１に関する制御信号を受信した
温度制御手段１５は、表面材４の設定温度Ｔｓ１（例えば３７℃）及び温度検知手段１３
から得られる発熱体３の温度Ｔｈに基づいて発熱体３へのＯＮ－ＯＦＦ制御による通電を
開始する。この温度制御手段１５による制御により、表面材４の実際の温度設定温度Ｔｓ
ｒは、表面材４の設定温度Ｔｓ１に近い温度値で略一定になる。
【０１１６】
　次に、図５に示すように、使用者が第１採暖時の姿勢から第２採暖時の姿勢に姿勢を変
えた場合、使用者はコントローラ体６の温度控えめ設定手段１６を用いて（例えば、温度
控えめ設定手段１６に設けられた設定温度Ｔｓ２の選択用の押し釦を押すことなどにより
）表面材４の設定温度Ｔｓ２（少なくとも足のうら以外の下半身という身体の比較的広い
範囲の採暖であっても熱く感じることのない暖かさが得られる好ましい温度、例えば３５
℃）を設定する。
【０１１７】
　そして、温度控えめ設定手段１６から表面材４の設定温度Ｔｓ２に関する制御信号を受
信した温度制御手段１５は、この制御信号を温度設定手段１４から表面材４の設定温度Ｔ
ｓ１に関する制御信号よりも優先し、表面材４の設定温度Ｔｓ２（例えば３５℃）及び温
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度検知手段１３から得られる発熱体３の温度Ｔｈに基づいて発熱体３へのＯＮ－ＯＦＦ制
御による通電を開始する。この温度制御手段１５による制御により、表面材４の実際の温
度設定温度Ｔｓｒは、表面材４の設定温度Ｔｓ２に近い温度値で略一定になる（図３の運
転時間ｔ０におけるＴｓ、Ｔｓｒのプロフィール、及び、図６のＴｓ、Ｔｓｒのプロフィ
ールを参照）。
【０１１８】
　特に、この場合は、コントローラ体６の温度控えめ設定手段１６を押し釦を押すことな
どの操作をするだけで、表面材４の実際の温度Ｔｓｒが簡単に採暖に適した温度にするこ
とができるので、従来に比べ表面材４の設定温度Ｔｓの調節操作の煩雑さを十分に低減す
ることができて使い勝手が向上する。
【０１１９】
　更に、温度控えめ設定手段１６を用いた運転中に、（１）使用者が、温度制御手段１５
に設けられている揺らぎ温度制御部１７による揺らぎ温度制御を選択した場合、又は、（
２）温度控えめ設定手段１６を用いた運転を使用者が選択すると自動的に揺らぎ温度制御
部１７による揺らぎ温度制御が開始される設定となっている場合には、以下の揺らぎ温度
制御が開始される。
【０１２０】
　すなわち、温度制御手段１５の揺らぎ温度制御部１７による揺らぎ温度制御が開始され
ると、表面材４の設定温度Ｔｓ（表面材４の設定温度Ｔｓ２）は、図３の運転時間ｔ１～
ｔ８におけるＴｓのプロフィールに示すように、運転時間の経過とともに変動するように
なる。
【０１２１】
　ここで、本実施形態の場合、先に述べたように、この揺らぎ温度制御部１７による表面
材４の設定温度Ｔｓ（表面材４の設定温度Ｔｓ２）の温度制御範囲の上限値が、第２採暖
時における温度Ｔｓ２（揺らぎ温度制御部１７を用いないときの第２採暖時における温度
Ｔｓ２、例えば３５℃）となるように設定されている。また、揺らぎ温度制御部１７によ
る表面材４の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の下限値が、設置スペースにおいて使用される
際の環境温度の最低値Ｔｍ以上となるように設定されている。
【０１２２】
　そして、温度制御手段１５は、上記の温度範囲内において変動する表面材４の設定温度
Ｔｓ２及び温度検知手段１３から得られる発熱体３の温度Ｔｈに基づいて発熱体３へのＯ
Ｎ－ＯＦＦ制御による通電をおこなう。
【０１２３】
　この温度制御手段１５による制御により、表面材４の実際の温度設定温度Ｔｓｒは、所
定の時間（例えば、図３に示す運転時間ｔ１～ｔ８）を一周期として、表面材４の設定温
度Ｔｓ２の変動とともに当該表面材４の設定温度Ｔｓ２に近い温度値で変動する（図３の
運転時間ｔ１～ｔ８におけるＴｓｒのプロフィールを参照）。
【０１２４】
　例えば、この場合、表面材４の設定温度Ｔｓ２は、第２採暖時における温度Ｔｓ２（揺
らぎ温度制御部１７を用いないときの第２採暖時における温度Ｔｓ２、例えば３５℃）よ
りも適宜間隔で低くなる（例えば１℃、５℃、１℃、２℃と低くなる）ので、図５に示す
ように足のうらよりも広い範囲の下半身１２が床暖カーペット１に直接触れていても熱く
感じることを十分に防止した安全な温度制御ができるとともに、単に先に述べた第１採暖
時のＯＮ－ＯＦＦ温度制御を行う場合よりも省エネ作用も期待できることになる。
【０１２５】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の床暖カーペットの第２実施形態について図７を用いて説明する。
【０１２６】
　図７は、本発明の床暖カーペットの第２実施形態の基本構成を示す制御ブロック図であ
る。なお、説明の便宜上、第１実施形態の床暖カーペット１と同一または相当部分には同
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一符号付して説明する。
【０１２７】
　第２実施形態の床暖カーペット１Ａは、上述の第１実施形態の床暖カーペット１に搭載
される温度控えめ設定手段１６と異なる構成の温度控えめ設定手段１６を有し、当該温度
控えめ設定手段１６を使用するための制御を行うこと以外の構成は、第１実施形態の床暖
カーペット１と同様の構成を有している。
【０１２８】
　そのため、以下の説明においては、上記の第１実施形態の床暖カーペット１と相違する
構成要素である温度控えめ設定手段１６について説明する。
【０１２９】
　第２実施形態の床暖カーペット１に搭載される温度控えめ設定手段１６は、図７に示す
ように、表面材４上に位置する使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢及び第２採暖時の姿勢の
うちの何れかを検知する人体検知手段２２を有している。そして、温度設定手段１５は、
温度控えめ設定手段１６の人体検知手段２２により検知された使用者の姿勢に基づいて、
使用者の要求により設定された表面材４の設定温度Ｔｓとなるように発熱体への通電を制
御する構成とされている。
【０１３０】
　この構成とすれば、使用者が温度控えめ設定手段１６による温度制御を選択した場合、
人体検知手段２２により、使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢及び第２採暖時の姿勢のうち
の何れかであるかを確認することができる。
【０１３１】
　これにより、使用者が温度控えめ設定手段１６による温度制御を選択した場合、人体検
知手段２２により使用者の姿勢が第２採暖時の姿勢であれば表面材４の設定温度Ｔｓを温
度Ｔｓ２とする温度制御を行い、人体検知手段により使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢で
あれば表面材４の設定温度Ｔｓを温度Ｔｓ２とせずに温度Ｔｓ１を維持する温度制御を行
うよう構成することができる。すなわち、使用者の姿勢の変化（使用形態の変化）に応じ
て使用者に与える不快感を十分に低減した状態で採暖を行えるよう、より精密な制御がで
きるようになる。
【０１３２】
　更に、人体検知手段２２に加えて先に述べた揺らぎ温度制御手段１７を採用している場
合には、使用者が温度控えめ設定手段１６による温度制御を選択した場合、人体検知手段
２２により使用者の姿勢が第２採暖時の姿勢であれば表面材４の設定温度Ｔｓを温度Ｔｓ
２としかつ揺らぎ温度制御を行い、人体検知手段２２により使用者の姿勢が第１採暖時の
姿勢であれば表面材４の設定温度Ｔｓを温度Ｔｓ２とせずに温度Ｔｓ１を維持する温度制
御を行うよう構成することができる。
【０１３３】
　なお、人体検知手段２２を備える場合、（１）使用者が温度控えめ設定手段１６による
温度制御を選択した場合に、これに連動して自動的に上述の人体検知手段２２による制御
を行う構成としてもよく、（２）使用者が温度控えめ設定手段１６による温度制御を選択
した場合に、上述の人体検知手段２２による制御を更に行うか否かを選択できるように構
成してもよい。
【０１３４】
　ここで、人体検知手段２２を備える場合、人体検知手段２２は、第２実施形態の床暖カ
ーペット１Ａの設置スペースに設置された当該人体検知手段２２から得られる情報を動作
制御に利用する他の電気機器に搭載されている構成としてもよい。
【０１３５】
　このように、第２実施形態の床暖カーペット１Ａと同じ設置スペースに設置される他の
電気機器｛（テレビ、オーディオ機器、照明機器、暖房機器（エアコン、セラミックファ
ンヒータ、電気ストーブ、石油ストーブ、ガスストーブ）、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ
、食器洗浄機器、これらの機器の操作リモコンなど｝に、人体検知手段２２を設置するこ
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とにより、床暖カーペット１Ａ自体に人体検知手段２２を搭載する場合に比較して、人体
検知手段２２の配置位置の制限が緩和され、使用者の姿勢が第１採暖時の姿勢及び第２採
暖時の姿勢のうちの何れかであるかをより確実に確認することができるようになる。
【０１３６】
　例えば、エアコンなどの暖房機器の本体又はリモコンに設けた人体検知手段２２による
使用者の姿勢の情報を、公知の赤外線通信技術などを用いて、床暖カーペット１Ａと暖房
機器とで共有する構成とできれば、使用者の姿勢に応じた適切な暖房をより確実にするこ
とができる。
【０１３７】
　また、床暖カーペット１Ａ自体に人体検知手段２２を搭載する場合に比較して、床暖カ
ーペット１Ａ自体の製造コストの上昇、販売価格の上昇を抑制することができる。
【０１３８】
　なお、本発明の床暖カーペットにおいて、人体検知手段を他の電気機器に搭載する場合
、人体検知をより確実に行うことを重視する場合には、更に床暖カーペット１Ａ自体にも
第２の人体検知手段を必要に応じて設けてもよい。
【０１３９】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の床暖カーペットの第３実施形態について説明する。
【０１４０】
　第３実施形態の床暖カーペット（図示せず）は、上述の第１実施形態の床暖カーペット
１に搭載される温度設定手段１４と異なる構成の温度設定手段（図示せず）と、第１実施
形態の床暖カーペット１に搭載される温度制御手段１５と異なる構成の温度制御手段（図
示せず）とを有し、当該温度設定手段及び温度制御手段を使用するための制御を行うこと
以外の構成は、第１実施形態の床暖カーペット１と同様の構成を有している。
【０１４１】
　そのため、以下の説明においては、上記の第１実施形態の床暖カーペット１と相違する
構成要素である温度控えめ設定手段及び温度制御手段について説明する。また、説明の便
宜上、実施形態の床暖カーペット１と同一または相当部分には同一符号付して説明する。
【０１４２】
　第３実施形態の床暖カーペット１において、温度設定手段１６は、予め定められた複数
の温度設定領域を有しており、使用者が複数の温度設定領域の中から所望の表面材４の設
定温度Ｔｓを選択する構成とされている。
【０１４３】
　また、温度制御手段１５は、使用者が温度控えめ設定手段１６を用いて、表面材４の設
定温度Ｔｓを、第１採暖時における温度Ｔｓ１より低い第２採暖時における温度Ｔｓ２に
することを要求した場合に、以下の温度制御を行う構成を有している。すなわち、この場
合、温度制御手段１５は、温度設定手段１６において複数の温度設定領域の中から使用者
により選択された表面材４の設定温度Ｔｓに基づいて、当該表面材４の設定温度Ｔｓが低
くなるに伴い温度の下げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２）が小さくなるように当該温度の下げ幅（Ｔ
ｓ１－Ｔｓ２）を変化させる構成を有している。
【０１４４】
　このように、温度設定手段１６が予め定められた複数の温度設定領域を有し、これら複
数の温度設定領域の中から使用者が所望の表面材４の設定温度Ｔｓを選択する構成とされ
ていることにより、使用者は表面材４の設定温度Ｔｓを容易に設定することができるよう
になる。
【０１４５】
　しかも、当該表面材４の設定温度Ｔｓが低くなるに伴い温度の下げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２
）が小さくなるように当該温度の下げ幅（Ｔｓ１－Ｔｓ２）を変化させる構成とされてい
るので、複数の温度設定領域のうちの高温側を使用者が選択した場合は第２採暖時におい
て使用者が熱いと感じる不快感をより確実に防止するよう十分に低い温度Ｔｓ２での温度
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制御を実現することが容易にできる。また、複数の温度設定領域のうちの低温側を使用者
が選択した場合は第２採暖時において使用者が冷たい（寒い）と感じる不快感をより確実
に防止するよう十分に高い温度Ｔｓ２での温度制御を実現することが容易にできる。
【０１４６】
　この効果をより確実に得る観点からは、温度設定手段１４は、複数の温度設定領域を使
用者に表示するとともに、複数の温度設定領域のうちの何れかを使用者に選択させる表示
選択部（図示せず）を有していることが好ましい。
【０１４７】
　この表示選択部を設けることにより、使用者は表面材４の設定温度Ｔｓを具体的な温度
値を意識せずにより容易に設定することができるようになる。
【０１４８】
　更に、本実施形態の構成を採用する場合、温度設定手段１５は複数の温度設定領域が、
温度の高い順から、第１の温度領域、第２の温度領域、及び、第３の温度領域の３領域に
予め定められていることが好ましい。
【０１４９】
　このように、複数の温度設定領域を、上記の第１の温度領域、第２の温度領域、及び、
第３の温度領域の３領域に限定することにより、使用者は表面材４の設定温度Ｔｓを具体
的な温度値を意識せずにより容易に設定することができるようになる。
【０１５０】
　この場合にも、この効果をより確実に得る観点からは、温度設定手段１４は、上記複数
の温度設定領域を使用者に表示するとともに、複数の温度設定領域のうちの何れかを使用
者に選択させる表示選択部（図示せず）を有していることが好ましい。
【０１５１】
　この表示選択部を設けることにより、使用者は表面材４の設定温度Ｔｓを具体的な温度
値を意識せずにより容易に設定することができるようになる。
【０１５２】
　例えば、第１の温度領域、第２の温度領域、及び、第３の温度領域をそれぞれ順に「高
」、「中」及び「低」の領域として表示選択部に表示させれば、使用者は表面材の設定温
度Ｔｓを具体的な温度値を意識せずに予め定められた「高」、「中」及び「低」という直
感的に視認し易い表示範囲からより容易に設定することができるようになる。
【０１５３】
　例えば、使用者が温度設定手段１４の表示選択部をみて「高」の設定を選択した場合、
温度制御部は表面材４の設定温度Ｔｓが例えば５０℃となるように制御するよう予め初期
設定しておき、使用者が温度設定手段１４の表示選択部をみて「中」の設定を選択した場
合、温度制御部は表面材４の設定温度Ｔｓが例えば３７℃となるように制御するよう予め
初期設定しておき、使用者が温度設定手段１４の表示選択部をみて「低」の設定を選択し
た場合、温度制御部は表面材４の設定温度Ｔｓが例えば２５℃となるように制御するよう
予め初期設定しておいてもよい。
【０１５４】
　なお、表示選択部に表示させる第１の温度領域、第２の温度領域、及び、第３の温度領
域は、上述の「高」、「中」及び「低」の文字表現として表示することに限定されず、他
の文字表現を用いてもよい。例えば、それぞれ順に「１」、「２」及び「３」の領域とし
て表示してもよく、「Ａ」、「Ｂ」及び「Ｃ」の領域として表示してもよく、「強」、「
中」及び「弱」の領域として表示してもよい。
【０１５５】
　また、複数の温度設定領域は２領域以上であればよく上述の３領域に限定されない。
【０１５６】
　更に、この第３実施形態の床暖カーペットにおいても先に述べた第２実施形態の床暖カ
ーペット１Ａで述べた温度控えめ設定手段１６に人体検知手段２２を搭載する構成を採用
してもよい。
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【０１５７】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の床暖カーペットの第４実施形態について図８、図９及び図１０を用いて
説明する。
【０１５８】
　図８は、本発明の床暖カーペットの第４実施形態の基本構成を示す制御ブロック図であ
る。また、図９は、第４実施形態の床暖カーペット１Ｂを第１暖房運転モードで運転する
場合の一例を示す模式図である。更に、図１０は、第４実施形態の床暖カーペット１Ｂを
第２暖房運転モードで運転する場合の一例を示す模式図である。なお、説明の便宜上、第
１実施形態の床暖カーペット１と同一または相当部分には同一符号付して説明する。
【０１５９】
　図８に示すように、第４実施形態の床暖カーペット１Ｂは、下記以外の構成は第１実施
形態の床暖カーペット１と同様の構成を有している。すなわち、第４実施形態の床暖カー
ペット１Ｂは、第１実施形態の床暖カーペット１と異なり、温度制御手段１５に電気的に
接続される暖房運転モード切替設定手段２０を有している。更に、第４実施形態の床暖カ
ーペット１Ｂは、第１実施形態の床暖カーペット１と異なり、この暖房運転切替設定手段
２０により設定される第１暖房運転モード及び第２暖房運転モードに対応して表面材４の
主面が２つの暖房領域に分割されるよう構成されている。
【０１６０】
　そのため、以下の説明においては、上記の第１実施形態の床暖カーペット１と相違する
構成要素である暖房運転モード切替設定手段２０とこれを用いた温度制御を行う温度制御
手段１５について説明する。
【０１６１】
　図９及び図１０に示すように、第４実施形態の床暖カーペット１Ｂは、表面材４の主面
Ｓの略全体での暖房と、２つの暖房領域（領域Ｓ１及び領域Ｓ２）に分割した暖房との両
方の暖房ができるように、発熱体３が基材２中に配設されている。
【０１６２】
　また、図８に示すように、第４実施形態の床暖カーペット１Ｂは、暖房運転モード切替
設定手段２０が更に設けられている。
【０１６３】
　この暖房運転モード切替設定手段２０は、表面材４の主面Ｓの略全体を暖房する第１暖
房運転モードと、表面材４の主面Ｓのうちの上記２つの暖房領域（領域Ｓ１及び領域Ｓ２
）をそれぞれ独立に暖房しかつ上記２つの暖房領域（領域Ｓ１及び領域Ｓ２）を同時に暖
房しないようにする第２暖房運転モードを、使用者の要求により設定するためのものであ
る。
【０１６４】
　また、温度制御手段１５は、使用者が暖房運転モード切替設定手段２０を用いて、上記
第２暖房運転モードでの運転を要求した場合、使用者の要求の有無にかかわらず（温度控
えめ設定手段１６を用いて設定される第２採暖時における制御を行う要求の有無にかかわ
らず）、温度設定手段１４を用いて設定される第１採暖時における制御を行い、温度控え
め設定手段１６を用いて設定される第２採暖時における制御を行わない構成とされている
。
【０１６５】
　温度控えめ設定手段１６を用いて設定される第２採暖時における制御を行う要求の有無
にかかわらず、温度設定手段１４を用いて設定される第１採暖時における制御を優先的に
行うように、することにより、床暖カーペット１Ｂを他の電気機器と併用してもブレーカ
ーダウンの発生をより確実に防止することができるようになる。
【０１６６】
　例えば、表面材４の主面Ｓ（基材の主面）の左半面（領域Ｓ１）と他方の右半面（領域
Ｓ２）を交互に加熱できるよう発熱体３を配設した場合、使用者が暖房運転モード切替設
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定手段２０を用いて上記第２暖房運転モードでの運転を要求した場合、表面材４の主面Ｓ
の左半面（領域Ｓ１）と右半面（領域Ｓ２）を交互に通電することにより、通常の表面材
４の主面Ｓの全面を暖房する場合に比べ、少ない消費電力で暖房することができる。
【０１６７】
　また、例えば、使用者が１人のときなど少人数の場合は表面材４の主面Ｓの全面を暖房
を行わず、表面材４の主面Ｓの一部、例えば、左半面（領域Ｓ１）を使用することもでき
るので、この観点からも使用者がいるところだけ少ない消費電力で暖房することができ、
無駄のない暖房を実現することができるようになる。
【０１６８】
　更に、使用者が暖房運転モード切替設定手段２０を用いて上記第２暖房運転モードでの
運転を要求した場合であっても、使用者の要求の有無にかかわらず、温度設定手段１４を
用いて設定される第１採暖時における制御を優先的に行い、温度控えめ設定手段２２を用
いて設定される第２採暖時における制御を行わない構成とすることにより、使用者に対し
て十分な暖感覚をより確実に与えることができるようになる。
【０１６９】
　更に、第４実施形態の床暖カーペット１Ｂの場合、温度制御手段１５は、使用者が暖房
運転モード切替設定手段２０を用いて、第２暖房運転モードでの運転を要求した場合に、
使用者の要求の有無にかかわらず（揺らぎ温度制御部１７を用いた揺らぎ温度制御を行う
要求の有無にかかわらず）、揺らぎ温度制御部１７による表面材の設定温度Ｔｓの温度制
御を開始するように構成されていてもよい。
【０１７０】
　この場合には、揺らぎ温度制御部１７による表面材４の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の
上限値は、第１採暖時における温度Ｔｓ１となるように設定されており、揺らぎ温度制御
部１７による表面材４の設定温度Ｔｓの温度制御範囲の下限値が、設置スペースにおいて
使用される際の環境温度の最低値Ｔｍ以上となるように設定されていることが好ましい。
【０１７１】
　これにより、使用者に対して十分な暖感覚を与えつつ省エネ効果もより容易かつ確実得
ることができるようになる。
【０１７２】
　更に、この第４実施形態の床暖カーペット１Ｂにおいても発熱体３への通電を行う際に
、先に述べた第２実施形態の床暖カーペット１Ａで述べた温度控えめ設定手段１６に人体
検知手段２２を搭載する構成を採用してもよい。
【０１７３】
　また、この第４実施形態の床暖カーペット１Ｂにおいても発熱体３への通電を行う際に
、先に述べた第３実施形態の床暖カーペットで述べた温度設定手段１６及び温度制御手段
１５を搭載する構成を採用してもよい。
【０１７４】
　更に、この第４実施形態の床暖カーペット１Ｂにおいても発熱体３への通電を行う際に
、先に述べた第２実施形態の床暖カーペット１Ａで述べた温度控えめ設定手段１６に人体
検知手段２２を搭載する構成と、先に述べた第３実施形態の床暖カーペットで述べた温度
設定手段１６及び温度制御手段１５を搭載する構成を同時に採用してもよい。
【０１７５】
　（その他の変形態様）
　以上、本発明の第１実施形態～第４実施形態の床暖カーペットについて説明したが、本
発明の床暖カーペットは上述した第１実施形態～第４実施形態の床暖カーペットに限定さ
れるものではない。
【０１７６】
　例えば、第１実施形態の床暖カーペット１として、そのコーナ部にコントローラ体６が
一体的に設置されている態様について説明したが、本発明の床暖カーペットにおいて、コ
ントローラ体６設置位置はこれに限定されるものではない。本発明においては、コントロ
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ーラ体６は、床暖カーペット１に対して物理的に別設してもよく、例えば、床暖カーペッ
ト１に対して物理的に別設されたリモコンとしてもよい。この場合、公知の赤外線通信を
利用したリモートコントロール技術を用いて、床暖カーペット１とリモコン（コントロー
ラ体６）とが赤外線通信で温度制御に必要な制御信号を相互に送受信し、発熱体３の温度
制御を行えるように構成すればよい。
【０１７７】
　なお、この場合、温度控えめ設定手段１６に人体検知手段２２が備えられている場合と
、温度控えめ設定手段１６に人体検知手段２２が備えられていない場合との何れの場合で
あっても、コントローラ体６をリモコンとして床暖カーペット１に対して物理的に別設し
てよい。更に、この場合、リモコンは、床暖カーペット１と同じ設置スペースに設置され
た他の電気機器に搭載されるものであってもよい。このように、床暖カーペット自体にコ
ントローラ体６を搭載する場合に比較して、床暖カーペット１自体の製造コストの上昇、
販売価格の上昇を抑制することができる。
【０１７８】
　例えば、第１実施形態の床暖カーペット１として、使用者が載る主面が略矩形の幕状の
形状を有する態様について説明したが、本発明の床暖カーペットの使用者が載る主面の形
状はこれに限定されるものではない。本発明の床暖カーペットの使用者が載る主面の形状
は設置スペースの床面の形状又は使用者好みに応じて適宜変更可能である。例えば、本発
明の床暖カーペットの使用者が載る主面の形状は、略円形状、略楕円形状、略三角形状、
略６角形状であってもよい。
【０１７９】
　また、第４実施形態の床暖カーペット１Ｂとして、図９及び図１０を用いて説明したよ
うに、使用者の要求により、暖房運転モード切替設定手段２０（図８参照）を用いて、表
面材４の主面Ｓの暖房領域の略全体を暖房する場合と、表面材４の主面Ｓを２つの暖房領
域（領域Ｓ１及び領域Ｓ２）に分割して暖房する場合の両方の暖房ができるように、発熱
体３が基材２中に配設されている態様について説明した。しかし、本発明の床暖カーペッ
トの表面材４の主面の暖房領域を分割する際の態様はこれに限定されるものではない。本
発明の床暖カーペットの表面材４の主面の暖房領域を分割する際の態様は、設置スペース
の床面のうち使用頻度（使用者が採暖する頻度の高い領域）の高い領域又は使用者好みを
考慮して適宜変更可能であり２以上に分割してもよい。
【０１８０】
　図１０に示した例とは別の一例について以下の図１１を用いて説明する。なお、図１１
は、図１０に示した床暖カーペット１Ｂを第２暖房運転モードで運転する場合の別の一例
を示す模式図である。
【０１８１】
　例えば、図１１に示すように、床暖カーペット１Ｂの表面材４の主面Ｓを３つの領域（
領域Ｓ１、領域Ｓ２、領域Ｓ３）に分割し、暖房運転モード切替設定手段２０（図２参照
）を用いて、領域Ｓ１のみを暖房（暖房ＯＮ）して領域Ｓ２及び領域Ｓ３は暖房しない（
暖房ＯＦＦ）状態、領域Ｓ２のみを暖房（暖房ＯＮ）して領域Ｓ１及び領域Ｓ３は暖房し
ない（暖房ＯＦＦ）状態、領域Ｓ３のみを暖房（暖房ＯＮ）して領域Ｓ１及び領域Ｓ２は
暖房しない（暖房ＯＦＦ）状態を順に繰り返すように暖房できるよう構成してもよい。こ
のときの領域Ｓ１、領域Ｓ２、領域Ｓ３の面積は同一でも異なっていてもよい。
【０１８２】
　また、領域Ｓ１、領域Ｓ２及び領域Ｓ３のうちの１つは常に暖房せず（暖房ＯＦＦ）残
りの２つの領域について交互に暖房ＯＮと暖房ＯＦＦ状態として暖房できるよう構成して
もよい。更に、領域Ｓ１、領域Ｓ２及び領域Ｓ３のうちの１つは常に暖房せず（暖房ＯＦ
Ｆ）残りの２つの領域を同時に暖房ＯＮと暖房ＯＦＦ状態として暖房できるよう構成して
もよい。また、領域Ｓ１、領域Ｓ２及び領域Ｓ３のうちの２つは常に暖房せず（暖房ＯＦ
Ｆ）残りの１つの領域についてのみ暖房ＯＮと暖房ＯＦＦ状態として暖房できるよう構成
してもよい。
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【０１８３】
　このように構成することで、設置スペースの床面のうち使用頻度（使用者が採暖する頻
度の高い領域）の高い領域を特定し又は使用者好みを考慮した上での、より無駄のない快
適な暖房を行うことが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０１８４】
　本発明の床暖カーペットによれば、室内の床面に床暖カーペット敷くだけで、使用者が
採暖する際の姿勢を変化させた場合であっても、その姿勢の変化（使用形態の変化）に応
じて使用者に与える不快感を十分に低減した状態で採暖を行えるよう表面材の適切な温度
制御を行うことができるようになる。
【０１８５】
　そのため、本発明の床暖カーペットは、一般家庭の住居はもちろん、病院、公共施設、
商業施設等の広範囲の建物の床面の暖房用途に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【０１８６】
　１　床暖カーペット
　１Ａ　床暖カーペット
　１Ｂ　床暖カーペット
　２　基材
　３　発熱体
　４　表面材
　５　裏面材
　１３　温度検知手段
　１４　温度設定手段
　１５　温度制御手段
　１６　温度控えめ設定手段
　１７　揺らぎ温度制御部
　２０　暖房運転モード切替設定手段
　２２　人体検知手段
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